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モスクワ 

 

 

2022年４月19日付ロシア連邦産業商業省令第1532号によって承認された、ロシア連邦領外において権利保持

者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件として

ロシア連邦民法典第1359条第６項および第1487条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の改正について 

 

 2022年３月29日付ロシア連邦政府決定第506号「商品の形をとる知的活動の成果および商品に銘された識

別標識に対する独占的権利の保護に関する若干のロシア連邦民法典の規定を適用することができない商品

（商品群）について」第１項にしたがい、以 下 を 命 じ る： 

 １．2022年４月19日付ロシア連邦産業商業省令第1532号「ロシア連邦領外において権利保持者（特許権

者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件としてロシア連邦

民法典第1359条第６項および第1487条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の承認について」（2022年

５月６日にロシア連邦司法省により登録番号68421として登録）によって承認され、ロシア連邦産業商業省

令2022年６月３日付第2299号（2022年７月４日にロシア連邦司法省により登録番号69129として登録）、

2022年７月21日付第3042号（2022年８月４日にロシア連邦司法省により登録番号69495として登録）および

2022年10月21日付第4456号（2022年11月２日にロシア連邦司法省により登録番号70811として登録）による

変更を加えた、ロシア連邦領外において権利保持者（特許権保持者）によって、およびその者の同意にもと

づいて流通に乗せられたものであることを条件としてロシア連邦民法典第1359条第６項および第1487条の規

定を適用しない商品（商品群）の一覧に対する、ここに添付する変更を承認する。 

 ２．本令により承認される変更の第１項「a」号、２項、第５項の「c」、「d」号、第７項の「b」～

「e」、「g」、第８項の「b」、「c」、「e」、「f」、「h」号、第11号、第12号の「a」号、第13、14項、

第21項の「b」号、第22項、第23項の「b」～「d」号、第25項の「b」～「e」号、第26項の「b」号、第31

項、第32項の「b」～「d」項、第33項の「b」号、第34項の「b」、「d」、「e」、「g」、「i」、「j」、

「l」～「o」、「r」～「u」、「w」号、第35項の「b」、「d」、「f」、「h」～「n」、「p」、「r」号、

第36項の「b」、「c」号、第37項の「b」～「e」、「i」号、第38項、第40項の「b」号、第41項の「c」およ

び「d」号は、本令が公布された日の翌日から発効する。 

 ３．本令により承認される変更の第１項の「b」号、第３、４項、第５項の「a」および「b」号、第６

項、第７項の「a」、「f」号、第８項の「a」、「d」、「g」、「i」号、第９、10号、第12項の「b」および

「c」号、第15～20項、第21項の「a」号、第23項の「a」号、第24項、第25項の「a」号、第26項の「a」号、

第27～30項、第32項の「a」号、第33項の「a」号、第34項の「a」、「c」、「f」、「h」、「k」、「p」、

「q」、「v」号、第35項の「a」、「c」、「e」、「g」、「o」、「q」、「s」号、第36項の「a」号、第37

項の「a」、「f」～「h」、「j」号、第39項、第40項の「a」号、第41項の「a」、「b」、「e」号は、本令

が公布された日から３カ月経過後に発効する。 

 

ロシア連邦政府副議長 

 ロシア連邦産業商業大臣                        D.V.マントゥロフ            



2023年３月２日付 

ロシア産業商業省令第684号により 

承 認 

 

 

 

2022年４月19日付ロシア連邦産業商業省令第1532号によって承認された、ロシア連邦領外において権利保持

者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件として

ロシア連邦民法典第1359条第６項および第1487条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧に対する 

変更 

 

 １．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群27の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 a) ７項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 b) ８項を以下の文言に変更する： 

  「８）2710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群29の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 а) 16項のあとに以下を内容とする16.1項を追加する： 

「 

」； 

」。 
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 「16.1) 2918 15 000 0  

  МЕRСK」； 

 b) 20項のあとに以下を内容とする20.1項を追加する： 

 「20.1) 2934 99 800 0 

 CELANESE」。 

 ３．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群32の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の23項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群33の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の30～34項を以下の文言に変更する： 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

」。 

「 以下を除く： 
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以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、美の百のレシピ、 

黒真珠、チースタヤ・リニヤ、 
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以下を除く：美の百のレシピ、チースタヤ・リニヤ、 
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以下を除く：森のバルサム、チースタヤ・リニヤ、 
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以下を除く：美の百のレシピ、チースタヤ・リニヤ、 
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 ５．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群34の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において：  

 а) 35項の「ISUZU,」という文言を削除する； 

 b) 36項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 

「 以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、美の百のレシピ、 

チースタヤ・リニヤ、 
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 с) 38項を以下の文言に変更する： 

 「38) 3403 

  

 

 

 

 

 SНELL, SНELL НELIX, SНELL ОМАLА, SНELL TONNA, SНIМANO, SIRIUS, 

 d) 38項のあとに以下を内容とする38.1項を追加する： 

 「38.1) 3407 00 000 0  

 SPIN МASTER」。 

 ６．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群38の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の46項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 ７．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群39の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

」； 

「 

」。 

」。 
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経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 а) 57項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する； 

 b) 59項において「BORSEAL,」という文言のあとに、「elf,」という文言を追加する； 

 с) 66項において「DELL,」という文言のあとに「DUPONT,」という文言を追加する； 

 d) 67項のあとに以下を内容とする67.1項を追加する： 

 「67.1) 3914 00 000 0  

  DUPONТ»; 

 е) 70項のあとに以下を内容とする70.1項を追加する： 

 「70.1) 3920 

  EagleBurgmann」； 

 е) 73、74項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 g) 76項を以下の文言に変更する： 

 「76) 3926 

  

 

 

 

 

 

 ８．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群40の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 а) 77項の「ISUZU,」および「, YОKОНАМА」という文言を削除する； 

 b) 78項のあとに以下を内容とする78.1項を追加する： 

 「78.1) 4008 

 EagleBurgmann»; 

 с) 80項を以下の文言に変更する： 

 「80) 4009 

 

「 

」； 

」。 

以下を除く： 

以下を除く： 
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 d) 81項を以下の文言に変更する： 

 「81) 4010 

  

 

 е) 82項を以下の文言に変更する： 

 「82) 4011 

 BRIDGESTONE, BRP, GOODYEAR, МICНELIN, Mites, RUВENA, SRAМ, WILDERNESS TRAIL BIKES 

(WTB), YAMAHA」； 

 f) 85項を以下の文言に変更する： 

 「85) 4013 

 BRP, Mitas, RUВENA, SRAМ, WILDERNESS TRAIL BIKES (WТB), YAMAHA」； 

 g) 87項において「KLEENGUARD」という文言のあとに「, SPEEDO」という文言を追加する； 

  h) 88項を以下の文言に変更する： 

 「88) 4016 

 

 

 

 

 i) 89項を以下の文言に変更する： 

 「89) 4017 00 000 1 

 

 

 

 

 ９．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群42の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄90項を以下の文言に変更する： 

 

  

 

 

 

」； 

」； 

」。 

「 以下を除く： 

」； 
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 10. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群43の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄の93.1項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 11. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群43のあとに以下を内容とする行を追加する： 

「 

44 木材及び木材製品；木炭 95.1) 4420 90 990 0 

IKЕА 

   」。 

 12. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群48の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

」。 

「 

」。 

以下を除く： 
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に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 98項を以下の文言に変更する： 

「98) 4811 41 200 0 

 4811 41 900 0 

 4811 51 000 9 

 4811 90 000 0 

 3М, EPSON, FASSON, RAFLATAC, TESA, ZEBRA」； 

 b) 100～103項を以下の文言に変更する： 

 「100) 4817（以下を除く：ALTERNA, AVON） 

 101) 4818 （以下を除く：HOSTESS, K2r, KIМВЕRLY-CLARK PROFESSIONAL, KIMTECH SCIENCE, 

KLEENEX, МАRY KАY, SCOTT, SCOTT SLIМROLL, WYPALL） 

 102) 4819 （以下を除く：ALTERNA, AVEDA, AVON, CLOUD NINE, Color.Me bу Kevin.Murphy, EVO, evo 

BOTTLE BLONDE, evo FАВ PRO, EVO FAВULOSO, НUE-VERSE, KEVIN.МURPНY, La Ric, Olaplex, ORIBE, 

R+CO, R+CO BLEU, SМITH & CULT, STAINO bу evo fab pro, TRUSSARDI, TRU TRUSSARDI, 

ULTRACEUTICALS） 

 103) 4820 （以下を除くAVON, KARL LAGERFELD, TRUSSARDI, ТRU TRUSSARDI, women'secret）」； 

 с) 105項の「ISUZU,」という文言を削除する。 

  13.ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群48のあとに以下を内容とする行を追加する： 

 「 

56 わた、フェルト又は上質フェルト及び不

織布；特殊紡糸；ひも、綱、ケーブル、

ロープ及びそれらの製品（医療用品とし

て登録されたものを除く） 

105.1) 5607 

EagleBurgmann 

」。 

 14. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群59の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄の108項を以下の文言に変更する： 

 「108) 5911 

 BOSCH, DEWALТ, EagleBurgmann, FLUITEX, GORE, НEWLETTPACKARD (НР), Husqvarna, KNЕСНТ, 

metabo, Muhlen Sohn, SIEМENS, STANLEY, STIНL, ZADCON」。 

 15. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群61の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄の109項を以下の文言に変更する： 

  

 

 

 

「 以下を除く： 
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 16. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群62の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄の127項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 

以下を除く： 「 
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 17. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群63を以下の文言に変更する： 

「 

63 その他の繊維製品；セット；中古の衣類

及び繊維製品；ぼろ（医療用品としてお

よび呼吸器官個人防護手段―濾過式ハー

フマスク（呼吸器）として登録されたも

のを除く） 

 

144.1) ALTERNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145) 6301 

146) 6302 

147) 6303 

148) 6304 

149) 6305 

150) 6306 

151) 6307 

152) 6308 00 000 0 

153) 6309 00 000 0 

154) 6310 

」。 

 18. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群64の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

」。 

以下を除く： 
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に依拠するものとする）」欄の155項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群65の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄の162項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 

「 以下を除く： 

「 以下を除く： 
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 20. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群66の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄の168.1項を以下の文言に変更する： 

 「168.1) 以下を除く：AVON, BUGATTI, DANIELE PATRICI, EKONIKA, FINN-FLARE, in extenso, KARL 

LAGERFELD, KEVIN.МURPНY, LIU JO, МANGO, МANGO MAN, МАХ&Со., MOSCНINO, Pierre Cardin, tamaris, 

ТОМ ТAILOR, UNITED COLORS OF BENETTON, WEEKEND МАХ МАRА」。 

 21. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群68の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 172項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する； 

 b) 176項のあとに以下を内容とする176.1項を追加する： 

 「176.1) 6815 

  EagleBurgmann».  

 22. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群69の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の179項のあとに以下を内容とする179.1項を追加する： 

 「179.1) 6912 00 230  

  IKЕА」。 

 23. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群70の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 180項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する； 

 b) 180項のあとに以下を内容とする180.1項を追加する： 

 「180.1) 7009 

  BRP, YAMAHA」； 

 с) 181項の「FLSmidth」という文言を「EagleBurgmann, FLSmidth」という文言に差し替える； 

 d) 182項を以下の文言に変更する： 

 「182) 7020 00 100 0 

 7020 00 800 0  

   АВВ, GOPRO」。 

」。 

」。 
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 24. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群72の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の183項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する。 

 25. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群73の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 189項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する； 

  b) 199項を以下の文言に変更する： 

 「199) 7315 

  BRP, DAEНAN, НANS PRIES, YАМАНА」； 

 с) 203項の「BILSTEIN,」という文言のあとに「EagleBurgmann,」という文言を追加する； 

 d) 204項の「SAМSUNG」という文言のあとに「, ZANUSSI」という文言を追加する； 

 е) 212項を以下の文言に変更する： 

 「212) 7326 

 

 

 

 

 

 

 

  

 26. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群74の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 213項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する；  

 b) 216項を以下の文言に変更する： 

 「216) 7412 

  АВВ, CAМOZZI, FESTO, IFM ELECTRONIC, viega」。 

 27. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群76の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の218項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する。 

 28. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群78の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の223項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する。 

 29. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群79の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

」。 
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依拠するものとする）」欄の224項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する。 

 30. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群80の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の225項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する。 

 31. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群81の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の230項を以下の文言に変更する： 

 「230) 8108 

  EagleBurgmann, KАNТНАL」。 

 32. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群82の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 233項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する；  

 b) 235項を以下の文言に変更する： 

 「235) 8202 10 000 0 

 8202 20 000 0 

 8202 40 000 0 

 8202 99 800 0 

 ВАНСО, BLACK & DECKER, DEWALT, OREGON, STANLEY, WIKUS」； 

 с) 238項を以下の文言に変更する： 

 「238) 8205 

  3М, ВАНСО, BATTIPAV, BREVILLE, НILTI, KNЕСНТ, KNIPEX, NWS, PНILIPS, PRYOR, RUВI, SCOTCH, 

SНIМANO, STANLEY, TOWA」； 

 d) 243項のあとに以下を内容とする243.1項を追加する： 

 「243.1) 8213 00 000 0 

 3М, SCOTCH」。 

 33. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群83の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 244項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する； 

 b) 246項の「ATEN,」という文言を「APPLE, ATEN,」という文言に差し替える。 

 34. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群84の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 251項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

「 
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 b) 254項を以下の文言に変更する： 

 「254) 8407 

 BF, BORGWARNER, BRP, СNН, COJALI, CUММINS, DETROIT DIESEL, ECOMOTIVE SOLUTIONS, 

EVINRUDE, Iveco, ISUZU, JOНN DEERE, KOLBENSCНМIDT, KOМATSU, МERCURY, MIBA, MTU, NE, NEW 

HOLLAND, NPR, ОЕ GERМANY, OМVL, VALTEK, YАМАНА, YANМAR」； 

 с) 255項を以下の文言に変更する： 

 「255) 8408 

 BRP, САTERPILLAR, CUММINS, DETROIT DIESEL, ECOMOTIVE SOLUTIONS, GRIММE, HOLМER, 

НYUNDAI МЕRСНАNТ МARINE, ISUZU, JCB, KOМATSU, MTU, OМVL, ROPA, SCANIA, VALTEK, 

WÄRTSILÄ, YАМАНА, YANMAR»; 

 d) 256項を以下の文言に変更する： 

 「256) 8409 

  Ate, BRP, CASE, CATERPILLAR, CUММINS, DETROIT DIESEL, DEUTZ, EagleBurgmann, ECOMOTIVE 

SOLUTIONS, elring, НANS PRIES, НINO, Iveco, KOLBENSCНМIDT, metelli, MTU, NEW HOLLAND, ОЕ 

GERМANY, OМVL, SCANIA, VALTEK, YАМАНА」； 

 е) 258および259項を以下の文言に変更する： 

 「258) 8412 

  

 

 

 

 

 

 259) 8413 

  

 

」； 
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 f) 260項を以下の文言に変更する： 

 「260) 8414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 g) 262項を以下の文言に変更する： 

 「262) 8416 10 

 8416 20 

 baltur, CIB UNIGAS, FLSmidth, MAAG, OILON, RIELLO, SААСKЕ」； 

 h) 264項を以下の文言に変更する： 

 「264) 8418 

 AEG, BITZER, CAFFARO, CARRIER, DANFOSS, DENSO, Electrolux, FACET, НANSA, LG, Miele, NEFF, 

PANASONIC, SAMSUNG, ТНЕRМО KING, TOSHIBA, VALEO, YANМAR, ZANOTTI, ZANUSSI」； 

 i) 265.1項の「DONGHWA,」という文言のあとに「EagleBurgmann,」という文言を追加する； 

 j) 267項を以下の文言に変更する： 

 「267) 8421 

  

 

 

」； 

」； 
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 k) 268項を以下の文言に変更する： 

 «268) 8422 11 000 0 

 8422 30 000 3 

 8422 30 000 8 

 8422 40 000 3 

 AEG, САВ, СYKLОР, Electrolux, gorenje, НANSA, НЕRМА, intrex, KLINGER, LG, Miele, NEFF, SAMSUNG, 

WEBER, ZANUSSI」； 

 l) 272および273項を以下の文言に変更する： 

 「272) 8424 

 ANSUAL, Ate, BLACK & DECKER, DEWALТ, EagleBurgmann, FAIN, FISKARS, GARDENA, НANS PRIES, 

Husqvarna, ISTOBAL, metabo, NK, NOVENCO, STANLEY, SEMCO, ТYСО SEAPLUS, WILНLEMSEN 

 273) 8425 

 BLM, BRP, FLUIDMECANICA, FLUTEK, KONGSBERG, MACGREGOR, МАНА, Nena, ROLLS ROYCE, TTS, 

YАМАНА, ZIMM」； 

 m) 276項の「HOLTМANN,」という文言のあとに「Husqvarna,」という文言を追加する；  

 n) 277項を以下の文言に変更する： 

「277) 8431 10 000 0 

 8431 20 000 0 

 8431 39 000 0 

 8431 41 000 0 

 8431 43 000 0 

 8431 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o) 279項の「GARDENA,」という文言のあとに「НINO,」という文言を追加する;  

 p) 282項を以下の文言に変更する： 

 「282) 8443 

 ALARIS, ALE, brother, CANON, СIJ, Collamat, Datamax, DOMINO, DYМО, Endoline, EPSON, Francotyp-Postalia, 

」； 

」； 
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FUJIFILM, FUJITSU, GODEX, НEWLETT PACKARD (НР), HONEYWELL, intrex, Klinger, KОDАK, KONICA 

МINOLTA, Markem-Imaje, ОKI, PANASONIC, Pantum, Podemcrane, PostBase, RICOH, Sato, SCEYE, TOSНIBA, 

TSC, xerox, ZEBRA»;  

 q) 289項の「Artel,」および「HotPoint, Indesit,」という文言を削除する；  

 r) 297および298項を以下の文言に変更する： 

 「297) 8471 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 298) 8473 30 200 

 8473 30 800 0 

 8473 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

」； 

」; 
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 s) 299項の「DIЕММЕ,」という文言のあとに「EagleBurgmann,」という文言を追加する； 

 t) 300項の「db PRÜFTECНNIK,」という文言のあとに「EagleBurgmann,」という文言を追加する； 

 u) 302および303項を以下の文言に変更する： 

 「302) 8481 

 AV АСЕ VALVE, AVА, BECOOL, ВЕНR, CAМOZZI, DANFOSS, Dayco, DIESEL TECНNIC, EagleBurgmann, 

Е ЕМЕR, EМERSON, FLSmidth, НANS PRIES, НELLA, HONEYWELL, INA, KEYSTONE VALVE, KNELSON, 

Knorr-Bremse, KREBS, KSB, МASONEILAN, МETATRON, Mt.H, ОМВ SALERI, OМVL, РK VALVE, PRES-VАС, 

ProVia, SAUNDERS, Schneider Electric, SCANJET, SMC, S&S Valve, ТОМАSЕТТО ACНILLE, viega, WАВСО, 

ZADCON, ZF 

 303) 8482 

 BRP, EagleBurgmann, НANS PRIES, НIWIN, Kоуо, NSK, YАМАНА」；; 

 v) 304項を以下の文言に変更する： 

 「304) 8483 

 ACURA, AМAZONE, ASTON МARTIN, Atlas Сорсо, АVА, BORGWARNER, BRP, BUGATTI, CAF, CASE, 

САTERPILLAR, CLAAS, СNН, СОМЕТ FANS, DAF TRUCKS, DAIМLER, DANFOSS, EagleBurgmann, ЕВМ-

РAPST, ENERМASCH, FAIVELEY, FLSmidth, FREIGHTLINER, GEISLINGER, НANS PRIES, НINO, НIWIN, 

IBAU НАМВURG, Iveco, JAQUET, JCB, JOНN DEERE, KENWORTH, KNELSON, Knorr-bremse, Kоуо, KREBS, 

KWD, LAМВORGНINI, МААG, МАСK TRUCKS, MOTORPAL, NEW HOLLAND, NTU, PALFINGER, 

PETERВILТ, ROLLS-ROYCE, SACHS, SCANIA, SIPAVAG, SODALIS, ThyssenKrupp, TIGERCAT, TLT TURВO, 

НENSCНEL, WАВСО, WАВТЕС, YАНАМА, ZADCON, ZF, ZIММ」； 

 w) 305および306項を以下の文言に変更する： 

 「305) 8484 

  BRP, САTERPILLAR, EagleBurgmann, elring, НANS PRIES, YAMAHA 

   306) 8487 

  AUGER, АV ТЕСН, BRP, elring, НANS PRIES, НYUNDAI МЕRСНАNТ МARINE, Marshall, Simpeco, 

TruckTechnik, YAMAHA」。 

 35. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群85の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 а) 307項の「ISUZU,」という文言を削除する； 

 b) 308項を以下の文言に変更する： 

 「308) 8501 

 АВВ, Ate, BELIMO, CARGO, CUММINS, DANFOSS, FAULНAВER, FEBI, GENERAL ELECTRIC (GE), 

GRUNDFOS, НANS PRIES, НELLA, НIWIN, НYOSUNG, НYUNDAI МЕRСНАNТ МARINE, Iveco, Lenze, 

МАНLЕ, PERSKE, PRECIDROP, PRECISTEP, RVF, SCANIA, SWAG, TSC, WAI」； 

 с) 311項を以下の文言に変更する： 

 「311) 8504 
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 d) 312項の「GAUSS МAGNETI,」という文言のあとに「GOPRO,」という文言を追加する；  

 е) 314項を以下の文言に変更する： 

 「314) 8507 

 APPLE, BLACK & DECKER, BRP, CASIO, DEWALT, ENERGIZER, GOPRO, HONEYWELL, Makita, metabo, 

ОРТIМА YELLOW ТОР, PANASONIC, RENATA Batteries, SEBANG, SRAМ, STANLEY, SUNGWOO 

AUTOMOTIVE, TOSНIBA, TSC, Urovo, YAMAHA, ZEBRA」； 

 f) 315項の「Thomas」という文言のあとに「, ZANUSSI」という文言を追加する；  

 g) 316項を以下の文言に変更する： 

 「316) 8509 40 000 0 

 AEG, BRAUN, BREVILLE, dyson, Electrolux, LG, Miele, NEFF, PANASONIC, PНILIPS, SAМSUNG, TOSНIBA, 

ZANUSSI」； 

 8509 80 000 0 

    AEG, BREVILLE, dyson, Electrolux, LG, Miele, NEFF, PANASONIC, PНILIPS, SAМSUNG, TOSНIBA, 

ZANUSSI」； 

 h) 317項の「SCANIA」という文言のあとに「, WАHL」という文言を追加する；  

 i) 318および319項を以下の文言に変更する：  

 「318) 8511 

 Ate, CARGO, САTERPILLAR, CUММINS, EBERSPÄСНЕR, FEBI, НANS PRIES, НYUNDAI МЕRСНАNТ 

」； 
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МARINE, МАНLЕ, SWAG, Transpo, WAI 

 319) 8512 

 BRP, FEBI, Fristom, НANS PRIES, НERTH+BUSS, SWAG, VALEO, VIGNAL, YAMAHA」； 

 j) 320.1項の「TOSНIBA,」という文言のあとに「WAHL,」という文言を追加する；  

 k) 322および323項を以下の文言に変更する： 

 「322) 8517 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 323) 8518 

  

 

 

 

 

 

 l) 328項を以下の文言に変更する： 

 「328) 8523 

  

 

 

 

 

 

 

」； 
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 m) 333項の「АРЕМ,」という文言のあとに「APPLE,」という文言を追加する； 

 n) 337項の「KЕМЕТ,」という文言のあとに「KYOWA,」という文言を追加する；  

 o) 340項を以下の文言に変更する：  

 「340) 8536 

  

 

 

 

 

 

 

 

 p) 341項の「РANASONIC,」という文言のあとに「Pepperl + Fuchs,」という文言を追加する； 

 q) 343項を以下の文言に変更する： 

 「343) 8539 

 AGILENТ, American LED Technology, BERU, BROADCOM, CREE, Kingbright, LITEON, OSRAМ, RОНМ 

SEМICONDUCTOR, Schneider Electric, WOLFSPEED」； 

 r) 345～347項を以下の文言に変更する： 

 「345) 8541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 346) 8542 

  

 

」； 

」； 
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 347) 8543 20 000 0 

 8543 70 100 0 

 8543 70 300 8 

 8543 70 800 0 

 

 

 

 

 

 s)351項の「МАN,」という文言を削除する。 

 36. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群87の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 а) 354項の「ISUZU,」という文言を削除する； 

 b) 354項のあとに以下を内容とする 354.1～354.8項を追加する： 

 「354.1) 8701  

 HINO 

 354.2) 8701 21 101 

 8701 21 901 

 RENAULT 

 354.3) 8702 

 CITROЁN, DACIA, FORD, GENESIS, НYUNDAI, ISUZU, KIА, МAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT 

」； 
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 354.4) 8703 

 CITROЁN, DACIA, FORD, GENESIS, НYUNDAI, ISUZU, KIА, МAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT 

 354.5) 8704 

 CITROЁN, DACIA, FORD, GENESIS, HINO, НYUNDAI, ISUZU, KIА, МAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT 

 354.6) 8705 

 CITROЁN, DACIA, FORD, GENESIS, НYUNDAI, ISUZU, KIА, МAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT 

 354.7) 8706 00 11 

 ISUZU 

 354.8) 8707 90 900 9 

 ISUZU」； 

 с) 355項を以下の文言に変更する： 

 「355) 8708 

 AМAZONE, BRP, CASE, CATERPILLAR, CLAAS, COJALI, CSY, CUММINS, DIESEL TECНNIC, Epiroc, 

FEDERAL MOGUL, GALFER, Haldex, HINO, JCB, JOНN DEERE, JOST, KOМATSU, LIEBНERR, МARSНALL, 

NEW HOLLAND, NORМET, SACHS, SANDVIK, TEREX, TНULE, TIGERCAT, YAMAHA」。 

 37.  ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群90の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 365項の「ISUZU,」という文言を削除する； 

 b) 366項を以下の文言に変更する： 

 「366) 9001 90 000 9 

 DARKOO, НАМАМАТSU, LEDIL, LEDLINK, OPTOTUNE」； 

 с) 367項の「FUJIFILM,」という文言のあとに「GOPRO,」という文言を追加する； 

 d) 373項を以下の文言に変更する： 

 「373) 9015 

 ADA instruments, AUTOGRAV, BOSCH, DEWALТ, GPHONEX, НАМАМАТSU, IGRAV, IXВLUE, JAVAD, 

Leica, metabo, МUQUANS, OPTOTUNE, SCINTREX, TOPCON, TRAX, TRIМВLE, VAISALA, Velodyne」； 

 е) 376項を以下の文言に変更する： 

 「376) 9024 

 EagleBurgmann, Lorenz (Lorenz messtechnik gmbh), SCS Concept Group」；  

 f) 377～379項を以下の文言に変更する： 

 「377) 9025 
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 378) 9026 

 

 

 

 

 

 

 

 379) 9027 

  

 

 

 

 g) 380項の「АРС,」という文言を削除する； 

 h) 381項を以下の文言に変更する： 

 「381) 9029 

 AIC, Ate, BRP, CATERPILLAR, Conteg, DELTA ELECTRONICS, FEBI, Glotech, НANS PRIES, НEWLETT 

РACKARD (НР), ninebot, NINEROBOT, Pepperl + Fuchs, SCANIA, Schneider Electric, SWAG, TRIPP LITE, 

VERTIV, YAMAHA」； 

 i) 382および383項を以下の文言に変更する： 

 「382) 9030 

 ADA instruments, АМЕТЕK, АРРА, ASL, ВЕАМЕХ, BOSCH, DEWALТ, DRUCK, FLUKE, ISOTECH, 

KEYSIGHT, Measurements International, МЕАТЕSТ, metabo, PRESYS, SIKA, Sonel, YOKOGAWА 

 383) 9031 

 

 

 

 

 

」； 
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 j) 385項を以下の文言に変更する： 

 「385) 9032 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群91の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の389項のあとに以下を内容とする389.1項を追加する： 

 「389.1) 9113 

 APPLE」。 

 39. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群94の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄の398項の「ISUZU,」および「МАN,」という文言を削除する。 

 40. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群95の「商品および／または識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標

に依拠するものとする）」欄において： 

 а) 400項を以下の文言に変更する： 

 「400) 9503 00 

  

」； 

」。 
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 b) 401および402項を以下の文言に変更する： 

「401) 9504 

 НASBRO, Logitech, NINTENDO, NVIDIA, PlayStation, OCULUS, SONY, SPIN МASTER, VALVE, Хbох 

 402) 9506 91 100 0 

 9506 99 900 0 

 ATEMI, CARВON, CLEAR FIT, DENDER, IKЕА, LIFE FIТNESS, NORDICTRACK, OXYGEN FIТNESS, 

PRECOR, SOLE, ТЕСНNОGYМ, TORNEO, UNIXFIT」。 

 41. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群96の「商品および／または識別標識コード（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類コードおよび／または非友好的国家に登記された権利保有者に属する商標に

依拠するものとする）」欄において： 

 a) 404項の「ISUZU,」という文言を削除する； 

 b) 405項を以下の文言に変更する： 

 「405) 9603 21 000 0 

 9603 40 100 0 

 9603 50 000 9 

 ANZA, BMW, PНILIPS, WATERPIK」； 

 с) 407項のあとに以下を内容とする407.1および407.2項を追加する： 

 「407.1) 9608 

  edding, IKЕА, Paper Mate, РARKER, SНARPIE, STAВILO, WАТERМAN'S 

 407.2) 9609 

 STAВILO」； 

」； 
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 d) 408項の「DOМINO,」という文言の後に「DYМО,」という文言を追加する；  

 е) 410項の「Moony,」という文言を削除する。  


